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狭水道における流速計の設置作業について

峯正之．鈴木和則：第七管区海上保安本部

井上紀子 ：第五管区海上保安本部下里水路観測所

Tidal Current Observation Using Bottom-Type Currentmetre in the Narrow Channel 

Masayuki Mine, Ka.zunori Suzuki : Hydro. Dept., 7出 R.M.S.Hqs 

Nor北 oInoue : Simosato Hydrographic Observatory 

1. まえがき

平戸瀬戸は西九州、｜における海上交通の要路である

が，地形が複雑なうえ狭い水道で潮流が速し通航

船組にとっては交通の難所となっている．このため，

かねてより同瀬戸の強流地点での潮流予報の要望が

強〈，また，平成 3年には港湾法に基づく開発保全

航路に指定きれ，工事関係者等からは実際の潮流と

予報値に差があるのではないかとの指摘等があり，

同瀬戸の潮流の状況をより高精度で予報する必要が

生じてきた．

今回は，従来めような流速計をブイに吊り下げる

方式ではな く，海底設置型流速計 （RDInstruments 

社製， AcousticDoppler Current Profiler，この装

置の原理等については技報第10号に紹介されてい

る．以下流速計という ）の使用により航行船舶の妨

害を受けなくなったことで，船舶の航行に最も重要

な水道中央部の流れの状況を把握する観測が可能と

なったものである．

水路部では経験のなかった狭水道で船舶の輯轄す

る海域において，クレーン船を使用して流速計の設

置及び揚収作業を平成 7年6～7月に実施したので

技術的問題の他に，作業の安全確保や関係機関への

周知等についても併せて報告する．

2.地形・地質

第l図に平戸瀬戸の概略図を示す．

平戸瀬戸は，北口の広瀬の部分で東水道及び西水

道に分かれており，各水道の幅は今回流速計を設置

した東水道にあたる広瀬～牛ケ首聞が約300m西水

道の広瀬～獅子駒埼聞が約400mである．

海底地形は，南の南竜埼付近で水深30～40mで比

較的平らであるが，東水道では両側から瀬が迫って

おり水道方向の水深は15～30m，また，西水道では

水深 6～lOmの芳左衛門瀬が存在し，ともに地形変

化は大きい．海底の地質は不明であるが陸域の地質

や海底地形からみて，玄武岩類が露呈しているもの
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と考えられている．

3.経過概要

平戸瀬戸における潮流観測については，平成 6年

度に企画して，平成 7年度で実行に移し経過概要は

次のとおりであった．

4月中旬計画案の作成

下旬 事前調査及び関係先へ協議・協力依頼

5月中旬 実施計画の関係機関あて通知，流速計の

習熟訓練等

下句作業実施要領の作成

6月初旬設置作業

7月中旬揚収作業

4.準備及び観測作業

4.1 地形・地質への対応

今回使用する流速計は一定水深 （約25m）以上が

ないと有効な観測を行えないが，これを満す北口海

域は東水道の一部海域に限られている．そのため第

四港湾建設局から縮尺 1/1000の水深図を入手して，

設置場所の選定を行った．底質は岩盤質が予想され

（岩盤の形状によっては，そのまま流速計を設置す

れば損傷の恐れがある），また速い流れにより流速計

の移動・流失を防止するため，コンクリー卜の台座

（図2）を作製し，流速計を据えつけることとした．

4.2 クレーン船

当初，測量船を使用することを検討したが，幅約

300mの水道において，限られた場所に設置する作業

は非常に困難であるとともに，安全土にも問題があ

ることからクレーン船を使用することにした．

クレーン船には，台船に陸上で使用するクレーン

車を積み込んだだけのものと，投錨した後に錨のワ

イヤ長を自在に調整するための巻揚機及び発電機を

装備したものの 2種類のタイプがあるが，後者を使

用した．

使用したクレーンの定格総荷重は，仰角30・（作業

半径21.4 m）で5.6トン，仰角80・（作業半径6.4m)

で8.6トンであった．また，今回曳船による曳航速度

は約5ノッ トであった．

Vol. 15. 1997 

..mm 

ーは涜甜怖感懐を示す

第2図 コンクリート製台座の仕様（作業日時と作

業位置を赤色の 2色刷り）

4.3 潜水作業

流速計を海底の安定した場所に確実に設置するた

めに潜水士による作業を実施した．今回担当した潜

水士 （2名）は当該場所付近での作業経験があると

のことで，流速が1.5ノッ ト以下であれば作業可能と

いうことであった．

また，沿岸域ではあるが透明度・水中照度も比較

的良好で，さらに梅雨時ではあったが河川水等の影

響もなかった．

4.4 関係機関への協議・周知

設置・揚収作業及び約 1ヶ月閉め1施主計の設置に

ついては担当保安部と書面による協議を行うととも

に，最盛期は外れていたが好漁場であること及び沖

合での漁の往帰りの水路となっていることで，関係

する 2漁協から同意を書面で得た．

また，今回行う狭水道の作業では，可航幅を大幅

に制限することから海事関係者への周知について

は，担当部署の助言を得て，図 3のポスターを作成

し，海運関係者や水産会社約60箇所に送付するとと

もに，管区水路通報（送付部数約900部）で周知を行っ

た．

4.5 作業概要

4.5.l 人員・船舶

今回の設置・揚収作業に従事した人員は水路部

職員 3名 （揚収時2名）及び請負業者社員15名であ

り，作業に従事した船舶の概要を表に示す．

また，警戒任務を担当したのは平戸海上保安署巡

視艇「かいどうJ，平戸航路標識事務所灯台見回り船
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「第八かいこう」及び民間船 l隻であった．

4.5.2 設置作業

6月7日：設置予定地点の憩流状況を直示式流速計

及び目視観察により憩流状況を調査した．また，

投鉛を使用して水深確認を行うとともに，設置位

置の山立物標の設定を行った．最初，位置の確認

決定については業者所有の手の平サイ ズのGPS

測位装置で試したが，精度が悪 〈使用できなかっ

た．さらに，自航式水中カメラにより海底状況を

確認した．

設置作業の詳細について， 日次毎に記述する．

6月6日：七管本部から流速計等機材一式を運搬し

現地到着後，コ ンク リート台座に流速計を固定し

た

表従事船舶の概要

船種等 総ト ン数

クレーン船 314 

曳 船 19 

湯錨船 14 

II 13 

船外機船

記 事

寸法33×12×2.25m，水路部
職員，指揮者乗組み

揚収時に常時曳航して位置
調整に使用

先行して目印ブイ投入

その後，各関係者の代表による翌日の設置作業

打合せ （基地から現場海域までの警戒体制，設置

手順の最終確認，連絡体制等）を実施した．

6月8日：気象情報を平戸海上保安署にて入手した

後，流速計の観測開始時刻等のパラメータの設定

を行った．

平戸瀬戸流速計設置及び揚収作業のお知らせ
第七管区海上保安本部水路部

次のとおり 、平戸署員戸に海底位置型流速：＋のl5t置及び富島収作業を行いますので、付近を航行
する船舶は十分に注意して下さい．

1. 作業日時
段軍 ・早成7隼6月 8日12・30～1 4 3 0 （予備日 9日13:0ト 15: 00) 
錫服 平成7年 7月 11日08 3 0～1 0 : 3 0 ｛予備日 12日09:0ト1I: 00) 

2. 作集渇所 ｛国 1＃照｝
平声調E戸牛ケ首北鍋から真方位310' lBOmの地点を中心とする単径 50mの問内

3 作業の概要 （図2・照）
(1）よ記股置時間に、作業船及び治水士により淀速併を海底に股置します．

(2）上記渇収時間に、作業給及び槽水士により流速併を揚収 します．

( 3）作業閣係船には．海よ衝喫予防法で規定された形象物等を掲げます．

4 その他
(1）作業海犠付近を航行する船舶は、作業船を腫れて通航するよ うお願いします．

( 2）作業中l立、東水道の南北に警戒鉛を配備します．通航船舶は航行抱噂にご脇カ願います．

( 3）」＝記作覇権時間中の現場海績での問い合わせについては、国際VHF16c hを使用して
巡視船 「かいどうJを呼び出すニとができます．

( .j)流通E十投置期間中、 t量置位置海面の航行上の問題はありません。また、その他本件に
関する問い合わせは、下記にお願いします。

図 1作業位置図

第七管区i轟よ保安本部水路部

~ 093-321-2931 

国2作業状況図

旭町作’u:·~ •• （予・四 U !Bl 

・・e・•＆ ： I~ I I目《予・8I~ I 2 8》

第3図 関係機関へ送付したポスター
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基地 （I’l浜）に全船が集結し，投開 flt地点に

トIJ'.IJのプイを投開するため，船外機船を先行させ司

その後クレーン船が他の作業船等と船｜却を組む形

で＃l場海域にl白lかった．

クレーン船を~支出 F定現場へl~il定する 千順は砕j

流から北流に転じる予想時五lj約30分前に流れに逆

らう形で ftl'.1夜間に接近しながら，進行}j向後部

からJlltl次 2.＇.＇.（投錨し ，次に必およその位・1£tでレ1ilf持II

の 2.＇.＼を投錨した ．その後釧のワイヤ長を淵格し，

山立てしたイ1/:li5'.にLI：確に移動させた．この時のワ

イヤ長さは、 150から200mに達した． クレーンに

よる 1没 ；n作業は，山ノJ~式流速~ I ·によ I）流述を確認、

後， クレーン のフ ックに掛けたワーク川ワイヤ 4

除 本を，流jfil計台l併の吊り 出にシャ ツクル述紡し流

述計をh；り 1-Jfi{i［面でーー iI_ f·；~ J］：し，潜水 tl名を

来せて降下を開始し史に， ill):底丙上て··1~~止 し，；符

ノki：カ、らのノ'.k ij11ffi.車泉~話による誘i呼て帥i毎j必に立9:;;7 ; ！ 

し’ 4.'.':・ 

は＇ i符；］＜作業を在劫にするためのロープに結んだ

ブイを Fめ取り付けておいて，投開後取り外し作

業を終 fした．

t，・お，設iiH長クレーン両日の抜f:Uiを始めたが，J'i}

後の 1本が行場に食い込むトラブルが発生しその

nuに柳川Lは北流が速くなり始め， しかも強 くなっ

た北胤によ って大きな制波となり科船舶も動指が

i数しくなって， 一u与はどうなるかと心開己したが，

,.. 約30分後には抜手Uiて’ き 1！県1J•；設置作業を終 f した．

4.5.3 揚収作業

すでに t世間作業の経験があるので，防l以作業につ

いては．設世に準ずる予JI加で実行すれば良いという

ことであ ったが．設置H寺に発生した姉抜けの トラブ

ルの11Ht防止のため．！在質が不適な場所の ］問所に

ついては，~船にて引 きながらクレーン船の保持を

行うことにした．

次に協l以作業の枠制｜について，U次勾に記述する．

7 fl 10 H：瓜地到苅後想流状況の調布を実施し，

｜民l係者の代表による設凶作業時の反符点を踏ま

えて， 1jij述の投錨作業の決定等の作業手）I聞の確認

と，より ）j令な笹成休制について打合せを行った．

7JJ1JIJ；内 υ早朝！の天気は｜時々にわか雨が降りま
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写真 l 流速計の設置作業場面

た， j乱も II寺抑r ~虫 （ I吹く状；t}lでHHとは，：えなかっ

たが，叫ー収作業を尖施することにした．

クレーン船等を基地からII＼航させる約 lH年1111ね！

度前に先行して，流j主計付属の切離し装；l'Lを作動

させ，ブイ（ロープで流j主計と連結してあり，描

j限時に治水作業を容劫にする）の11・上を行った．

しかし，切離し装；ηのen：波受い信号は切り離しが

完 fした事を示していたが．プイは発はできな

かった．この先｝よできなかったプイは， クレーン

船で現場に歪lj指し，投錨作業中のH年点で＼浮上し

ていることが悦認された．当初発比できなかった

似因は，圧流によりプイが海而下にあり比えにく

かったためである．なお，プイのロープ長は水深

の約1.5惜の45mに調整しておいた．

揚l以時は，北流から l栢流への転流H寺にあたるた

め， クレーン船は基地を出発してから－ LI.凶水道

を北上し＇ l ＇~）J に向か う形で」じから l十Iに向けて進入

せた • I世間時と同様にi並行）Jllリ後行IIからj順次 2

点に投3前後，前部に l／，（を投釧し， 4点｜｜は1iir述

のようにtJI.船によ り調整した．

浮 ！てしているプイを 11印にクレーン船の付ー泣を

調整した後， j符水上がプイのロープを下掛かりに

併水して流速計を伺：認後，クレーンのフッ クに

ワー ク JIJ ワイヤーを掛けて．水q11！＇.~紘屯話の誘導

で昨 lごさせ流速計と シャツクルを辿粘して尚収し

た

投錨してから協収がうとfして抜錨するまて凶の所

袋H存間は1時間余りであった．

7月12[J ： 錫収した流速計~.，の機材を現地からじ？？
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写真2 海底へ設置直後の流速計

本部まで輸送した後，流j車計内百I＼のl収録データの

吸い上げを行った．

4.5.4 揚収した機材の状況について

流j主計の本イ本川筒音JIに多ill:の ”ふじつぽ”が付泊

していた他， 組；干波の送受波a；；：耐にも飢iJllj結＊には

お押しない程度とみらる少雨：の付消が認められた．

また，流j主計本休や付属の切離し装置日rs分には屯

蝕！リljJJ:,f反を取り 付けてあるが，その処置をしていな

かったコ ンクリ ー ト台帳の流速計本体 を！日定するた

めのボルトは，ぱらつきがあるもののi紅径約 1cmの

ものが下分限度まで刺くなっていた．

4.6 警戒について

関係機関の調伐材米によれば通航船舶の総隻数は

年々 J1~I)Jllしており，＊水道で約300笠／円の通航が比

込まれ，雨航する船舶は凶水道を通航し，北航する

船舶は＊水道を通航すると見られる．このため点水

道への進入船舶数が多いと f恕される南側海域に巡

悦艇を．反対側に灯台比J11Jリ船を同出荷することとし

た

設置作業ij• も通航船が多〈，巡侃縦｝！；＿ ぴ灯台比［pJ

リ船には多大な負担をかけてしまう結果となった．

刺｜心の ii:~＆：を払 っ た作成休制てすまあ っ たが，前述の

ように釧が抜けないため思わぬH寺問がかかり，その

IHJに貨物船が~H1'li作業巾のクレーン船の近くを通過

し”ひやり”とする場面があ った．

同収作業の管戒については，設置H寺の経験を生か

し、I~ 宇~Jの；トpl1 j を変更し弘通しが必い南から被近す

る船舶の情報をいち L11.（判るため灯台凡｜口｜リ船を配

備した，また，明}jの作業’であったので 一般船舶の
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写真3 揚収後の流速計（ふじつぼの付着と固定用

ボルトの腐食がみられる）

比較的少なく順調に終 fした．

なお，f干管戒船l立び作業船等のi主総は VllFを｛史

川 した．また，各｜共！係先へ配付 したポスターには作

業状況についての現場での 1111い介わせは同際

VHF16chで巡視艇にH乎びかけるよう川知したが，

問い令わせはなかった．

5.観測結果について

流速計を水深約30mの地点に設置し， 3211全伎の10

分41止の 61刊の流｜白J.流速イ11（放ひ凶設出場所の；｝：.i.品仙：の

測定記録を得た．

観測の粘＊については，海上保安庁水路部観測報

告潮流制第11＼号 （平成 9年 3）］発行予定）で報告す

る．

6. あとがき

今凶の潮流観iJli代hは，当初従来引の1'1記験流片品等

も使用しての多.＇.＇.•；観測も検討していたが，狭水道で

船舶も幅轄する強流域において，新しい沈みと ｜寸時

に実地することは困著作であると与えて見送った．以

l二述べたようにほぼ満足する成果を得ることができ

たのは，関係おーの協力等により・Jo;J-lljの情報入下，必

要な資機材の調迷及び符熟，航船に対する章子成体H111

等の全般に一定の対応、がて台たためと~＇える ．

今凶の観iJllJを実地するにあたって御協力頂いた佐

竹保海 ｜二保安部＇ 'P・ i f海上保安手号、千戸航路微減事

務所1えひ事関係者に深〈感謝します．
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